
ひたちなか市告示第１９０号 

 

 

令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，地震による木造住宅の損壊，倒壊等の被害の軽減を図り，も

って災害に強く，安全に，安心して暮らせるまちづくりを推進するため，対象建

築物の所有者が耐震改修設計及び耐震改修工事を行う場合において，当該耐震改

修工事に要する費用について補助金を交付することに関し，ひたちなか市補助金

等交付規則（平成６年規則第４０号）に定めるもののほか，必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 対象建築物 市内に存する一戸建ての木造住宅（店舗，事務所等住宅以

外の用途を兼ねる住宅にあっては，住宅部分の床面積が延べ床面積の２分

の１以上であるものをいう。）のうち，次に掲げる要件の全てを満たすもの

をいう。 

ア 昭和５６年５月３１日以前に建築されたものであること。 

イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定による

確認を受けて建築されたものであること。 

ウ 地上階数が２以下のものであること。 

エ 在来軸組構法又は枠組壁工法によって建築されたものであること。 

オ 耐震診断の結果，上部構造評点が１．０未満のものであること。 

（２） 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震

診断と補強方法」に基づき，建築物の地震に対する安全性を精密診断法に

より評価することをいう。 

（３） 上部構造評点 耐震診断により，地震に対する安全性を数値で示したも

のであって，各階・各方向（Ｘ・Ｙ）について，保有する耐力を必要耐力

で除した値を算出し，そのうちの最も小さい数値をいう。 

（４） 耐震改修設計 耐震診断の結果に基づき，耐震改修に係る補強工事を行

うための補強設計に関する図書を作成することをいう。 

（５） 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき，基礎，土台，柱，筋交い，はり，

壁等を補強し，又は改修する工事をいう。 



（６） 代理受領 第８条第１項又は第１３条第２項の規定により補助金の交付

の決定を受けた者であって，第１５条の規定による通知を受けたものが，

この要綱による補助金の受領を工事の施工者に委任し，当該通知を受けた

者に代わり当該補助金の支払を受けることをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は，

対象建築物を所有し，かつ，対象建築物に居住している者のうち，次に掲げる要

件の全てを満たすものとする。 

（１） 市税（市民税，固定資産税，都市計画税，軽自動車税及び国民健康保険

税をいう。）に未納がないこと。 

（２） 過去に市から木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないこと。 

（３） ひたちなか市暴力団排除条例（平成２４年条例第２８号）第２条第３号

に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）でないこと並びに同

条第１号に規定する暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有していない

こと。 

（補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，補助対象

者が耐震改修設計及び耐震改修工事を行う事業であって，次に掲げる要件の全て

を満たすものとする。 

（１） 耐震改修工事後における対象建築物の上部構造評点が１．０以上となる

こと。 

（２） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による許可

を受けた者その他市長が認める者（以下「工事施工者」という。）が耐震改

修工事を施工すること。 

（３） 工事施工者以外の者が工事監理（建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２条第８項に規定する工事監理をいう。）を行うこと。 

（４） 耐震改修工事が令和９年１月末日までに完了すること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，対象

建築物の耐震改修工事に要する費用（工事監理費並びに消費税及び地方消費税に

相当する額を除く。）のうち，市長が適当と認めるものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は，予算の範囲内とし，補助対象経費に要する費用に５分の４

を乗じて得た額又は１，１５０，０００円のいずれか低い額とする。ただし，算

定した補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは，その端数を切り捨て

るものとする。 



（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は，

耐震改修設計の契約を締結する前に，令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して，これを市長に提

出しなければならない。 

（１） 案内図 

（２） 耐震診断結果報告書の写し 

（３） 見積書（耐震改修設計費，耐震改修工事費及び工事監理費における内訳

の明細の記載並びに工事施工者等の押印があるものに限る。）の写し 

（４） 対象建築物の所有者であることを証する書類 

（５） 建築確認通知書の写しその他の建築確認を受けたことが分かる書類 

（６） 工程表 

（７） 現況写真（２方向以上の外観写真に限る。） 

（８） 設計者（耐震診断士（茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱第２条第１項

の規定により茨城県知事が認定した茨城県木造住宅耐震診断士をいう。以

下同じ。）又は建築士（建築士法第２条第１項に規定する建築士であって，

一般財団法人日本建築防災協会が主催する国土交通大臣登録木造耐震診

断資格者講習を修了したものをいう。）をいう。以下同じ。）の国土交通大

臣登録木造耐震診断資格者講習修了証の写し（設計者が耐震診断士である

場合を除く。） 

（９） 代理受領に係る同意書（様式第２号）（代理受領を利用する場合に限る。） 

（１０） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は，令和８年５月１５日から同年１０月３０日までの間

に行うものとする。 

（交付の決定） 

第８条 市長は，前条第１項の規定による申請があった場合には，その内容を審査

し，補助金を交付することを決定したときにあっては令和８年度ひたちなか市木

造住宅耐震改修補助金交付決定通知書（様式第３号）により，補助金を交付しな

いことを決定したときにあっては令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修補助

金不交付決定通知書（様式第４号）により，それぞれ当該申請者に通知するもの

とする。 

２ 前項の規定による決定は，前条の規定による申請があった日から起算して３０

日以内に行うものとする。 

（契約の締結及び耐震改修設計の着手） 

第９条 前条の規定による交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，

当該決定の通知を受けた後に，耐震改修設計に関する契約を締結し，それに着手



するものとする。 

（申請の取下げ） 

第１０条 補助事業者が，補助金の交付の申請を取り下げようとするときは，次条

の規定による耐震改修設計完了の報告をする前に，令和８年度ひたちなか市木造

住宅耐震改修補助金交付申請取下げ届出書（様式第５号）に次に掲げる書類を添

付して，これを市長に提出しなければならない。 

（１） 令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書の写し 

（２） その他市長が必要と認める書類 

（耐震改修設計完了の報告） 

第１１条 補助事業者は，耐震改修設計が完了したときは，速やかに令和８年度ひ

たちなか市木造住宅耐震改修設計完了報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を

添付して，市長に提出しなければならない。 

（１） 耐震改修設計に係る契約書の写し 

（２） 現況の各階平面図 

（３） 耐震改修設計に関する図書 

（４） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の規定による報告書の提出があった場合には，その内容を審査し，そ

の結果を令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修設計完了確認結果通知書（様

式第７号）により，当該補助事業者に通知するものとする。 

（耐震改修工事の着手) 

第１２条 補助事業者は，前条第２項の規定による通知を受けた後に，耐震改修工

事に着手するものとする。 

（補助事業の計画変更） 

第１３条 補助事業者は，第１１条の規定による耐震改修設計完了の報告時又は前

条の規定による耐震改修工事の着手後において補助事業の内容を変更（補助金の

額に異動が生じない軽微な変更を除く。）する場合には，令和８年度ひたちなか市

木造住宅耐震改修補助金変更承認申請書（様式第８号）に次に掲げる書類を添付

して，これを市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

（１） 見積書（耐震改修工事費及び工事監理費における内訳の明細の記載並び

に工事施工者等の押印があるものに限る。）の写し 

（２） 補助事業の変更内容が分かる書類 

（３） 令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修設計完了確認結果通知書（耐

震改修工事の着手後の場合に限る。） 

（４） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の規定による申請があった場合には，その内容を審査し，変更を

承認することを決定したときにあっては令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改



修補助金交付変更承認決定通知書（様式第９号）により，変更を承認しないこと

を決定したときにあっては令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修補助金交付

変更不承認決定通知書（様式第１０号）により，それぞれ当該補助事業者に通知

するものとする。 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は，耐震改修工事が完了したときは，当該事業が完了した日

から起算して１４日を経過した日又は令和９年１月末日のいずれか早い日までに

令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修補助金実績報告書（様式第１１号）に

次に掲げる書類を添付して，これを市長に提出しなければならない。 

（１） 耐震改修工事に係る契約書の写し 

（２） 内訳書（耐震改修工事の内容及び金額が記載されたものに限る。）の写し 

（３） 工事監理報告書（様式第１２号）の写し 

（４） 耐震改修工事に係る図書及び工事写真 

（５） 耐震改修工事に係る領収書の写し（代理受領に係る同意書を提出してい

る場合あっては，当該耐震改修工事に係る請求書の写し（補助金の額を差

し引く前の請求額を確認することができるものに限る。）及び領収書の写

し） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は，前条の規定による実績報告があった場合には，その内容を実地

検査等により審査した上で，交付すべき補助金の額を確定し，令和８年度ひたち

なか市木造住宅耐震改修補助金交付額確定通知書（様式第１３号）により，その

確定した額を当該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付の請求） 

第１６条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとすると

きは，令和８年度ひたちなか市木造住宅耐震改修補助金交付請求書兼代理受領委

任状（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の取消し） 

第１７条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） この要綱の規定に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（３） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは，令和８年

度ひたちなか市木造住宅耐震改修補助金交付決定取消通知書（様式第１５号）に

より，当該補助事業者に通知するものとする。 



（補助金の返還） 

第１８条 市長は，補助金の交付の決定を取り消した場合において，既に補助金が

交付されているときは，補助事業者に対し，令和８年度ひたちなか市木造住宅耐

震改修補助金返還通知書（様式第１６号）により，期限を定めてその返還を求め

ることができる。 

（経理） 

第１９条 補助事業者は，補助金に係る経理について，その収支を明確にした帳簿

その他書類等を補助事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算し

て５年間保存するものとする。 

２ 市長は，前項の期間，必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。 

（補則） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，別に

定める。 

 

 

付 則 

この告示は，公布の日から施行する。 

 

  


